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1 序〜造形遊びの射程〜 

1-1 子どもの造形的な活動の論理 

筆者はこれまで「学校という制度の中で子どもの

造形的な活動の論理と展開を保障するための方法と

態度」について探究することをその研究の主眼とし

てきた。 

まず、拙稿「子どもの造形的な活動の相互行為分

析による臨床的研究のための基礎的考察〜小・中学

校と大学研究チームの相互連携プログラムの構想の

ために〜1」では、筆者による中学校美術科における

自画像の授業実践に関する省察をふまえ、相互行為

分析のトランスクリプトという視点を一つの手がか

りとして子どもたちの現在にかかわり合い、その造

形的な活動のありようを知り、そこから必要とされ

る具体的な支援のありようについて教師自身が考え、

実践していくことが必要であるとした。 

次に、拙稿「子どもの造形的な活動の相互行為分

析による臨床的研究のための基礎的考察Ⅱ〜愛媛県

松山市の小学校における〈造形遊び〉の授業提案、

および同市内の小学校を対象とした〈造形遊び〉に

関するアンケートの分析をもとに〜2」では、第一に

松山市立Ａ小学校１学年を対象として実施した「造

形遊び」の授業提案に係る分析・考察を通して、あ

り得べき支援の具体について検討した。第二に松山

市内全小学校に対して実施した造形遊びに関するア

ンケートの分析・考察を通して、その実態を把握し

今後の支援の方向性について検討した。 

その上で、拙稿「子どもの造形的な活動の相互行

為分析による臨床的研究のための基礎的考察Ⅲ〜

「造形遊び」の授業研究等を通した「還元」に係る

プロセスモデルの構築とその可能性について〜3」で

は、上記支援の具体的な実現に不可欠な「還元」（後

述）を実現するための研究者と教師による協同的な

取り組みについてモデル化して提案し、その有用性

について検討した。 

また、拙稿「子どもの造形的な活動の論理を保障

するための教師のありように関する研究〜意味生成

に係る四元モデルによる「可能性」の実現に係る「読
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み」の実践を通して〜4」では、コンピテンシーベー

スで構成された現行の学習指導要領で重視されてい

る「何ができるようになるか」という命題をふまえ、

教科目標等の文言中にある「できる」の含意を鑑み、

子どもたちが展開する造形的な活動において、ある

ひとつの「できた」ことを様々な「可能性」の実現

の過程にあるものとしてとらえ、それを具体的な「造

形遊び」の実践を対象とした分析モデルにより検証

した。このことから、「できた」または「できない」

ということの背後には、次に「できる」かもしれな

い別様の「できる」に係る「可能性」があるとして、

その実現を保障するためには、子どもひとりひとり

で異なる学びの現状を的確に把握し、支援していく

ことが不可欠であると結論づけた。 

なお、ここで「子どもの造形的な活動の論理」と

は、あらかじめ決められた固定的で均質化・数値化

された価値基準や方法に追従しいわばその再現のみ

に重きを置くようなものではなく、「その都度ごとの

様々なもの（素材や他者）とのかかわり合いを通し

て生まれるその子特有の感じや考え、思いなどをも

とに、自らそれまでにはなかった新しい意味と価値

をもつ新しい何ものか（以下、『かたち‐意味』）と、

それを新しい何ものか、すなわち新しい『かたち‐

意味』として感じる新しい『私』とをともにつくり

だし、かつ柔軟につくり、つくりかえていく造形的

な行為が成り立つありよう」と定義している 5。 

また、本研究でいう「意味」とは、子どもが自ら

展開する造形的な活動のいちいちにおいて、相即的

につくり、つくりかえられていく子ども自身の「私」

とともにある何ものかの、「私」が生きる上でなくて

はならない特有なありようのこととし 6、そうした

「意味」を不断につくりだす造形的な活動の展開の

過程におけるいちいちの行為を「意味生成」の行為

としている。子どもたちは、そのひとりひとりにお

いてかけがえのない自身の「私」が生きる世界の意

味と、その「私」とともに生きる他者の意味とを、

自身の「私」の意味とともに常に更新しながら生き

ているものと考えているのである。 

以上にみてきたように、筆者は、そうした子ども

ひとりひとりが自身の「私」を生かして生きること

をつくりだす「意味生成」の行為を保障することが、

図画工作科・美術科（以下、図工・美術）の授業に

おいてきわめて重要であると考えてきたのだが、そ

れは換言すれば、子どもひとりひとりで異なる感じ

方や見方・考え方にもとづく「意味生成」の行為に

よりつくりだされる「私」と他者の意味が、いわゆ

る結果（作品）主義に纏わる固定的で均質化・数値

化された価値基準や方法によって一律に均されてし

まうことのないようにするために、「感性や想像力を

働かせ、対象や事象を、形や色などの造形的な視点

で捉え、自分のイメージを持ちながら意味や価値を

つくりだすこと 7」という図工における「造形的な見

方・考え方」などを働かせながら、「広く捉えれば図

画工作科の学びそのものであり、『知識及び技能』、

『思考力、判断力、表現力等』のみならず、『学びに

向かう力、人間性等』にも深く関わることである 8」

とされる「『つくり、つくりかえ、つくる』という、

学びの過程 9」の展開、すなわち「意味生成」の行為

の展開の過程を保障することが重要であると考えて

きたためでもある。そしてそうした「意味生成」の

行為を保障するためには、いわゆる「大人の論理 10」

すなわち効率優先として個々の子どもを均質化・数

値化してとらえる方法と態度を止め、自身がそれま

でに構築してきた価値観を一旦脇に置く試み、すな

わち「還元」を通した「臨床的＝現象学的態度に基

づく間主観的アプローチ」により教師自身の思い込

みをできる限り排し、子どもひとりひとりの思いの

それぞれを我が思いにおいて感じ取るようなかかわ

り合いにもとづく支援が不可欠であるとしてきた 11。 

それは、教師が何らかの正解をもっているわけで

はないということ、換言すれば、ものの見方はひと

つではなく、教師はもとより子どもひとりひとりに

おいても異なっているということ、すなわち先の子

どもひとりひとりの「私」の感じ考え、思いをそれ

ぞれにおいて大切にしようとする態度こそ、図工・

美術の授業における教師のかかわりの要諦ではない

かと考えてきたのである。 

1-2 造形遊びの意味と意義 

さて、このようなテーマを探究するにあたり、筆

者はこれまで「造形遊び」を中心に取り組んできた。
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「造形遊び」とは、もともと昭和 52 年改訂の学習指

導要領において初めて低学年に取り入れられたもの

で、西野範夫 12の言を要約すると、それは当時の「絵」

や「彫刻」といった内容領域における固定化した価

値基準にもとづく再現＝表象を旨とし教え込みや作

品主義に大きく偏った図画工作科の実際、ひいては

教育・社会の状況を打開するために取り入れたとさ

れるものである 13。換言すれば、それは結果（作品）

というよりもむしろ、子どもひとりひとりのその都

度ごとの様々なかかわり合いにおいて生まれるその

子特有の感じや考えにもとづいて、素材や環境等と

いった他者との関係をつくり、つくりかえながら、

そのつくる過程＝意味生成の行為を楽しむこと、す

なわち子どもひとりひとりが自分らしく生きること

を保障しようとするものといえ、まさにその意味に

おいて上記の子どもの造形的な活動の論理の具体的

な発現のかたちとしていわばそれを担保するといえ

るものでもあるからである。 

このことに関わって現行の学習指導要領では以

下のように示されている 14。 

「大まかな内容は、児童が材料などに進んで働き

かけ、自分の感覚や行為を通して捉えた形や色な

どからイメージをもち、思いのままに発想や構想

を繰り返し、技能を働かせてつくることである。

学習活動としては、想像したことをかく、使うも

のをつくるなどの主題や内容をあらかじめ決め

るものではなく、児童が材料や場所、空間などと

出会い、それらに関わるなどして、自分で目的を

見付けて発展させていくことになる。」15 

「（前略）『造形遊びをする』では、児童が、つく

る過程そのものを楽しむ中で『つくり、つくりか

え、つくる』という、学びの過程を経験している。

児童は一度つくって満足することもあるが、つく

っている途中で考えが変わって、つくりかえるこ

ともある。次々に試したり、前につくったものと

今つくりつつあるものの間を行きつ戻りつした

り、再構成をしたり、思ったとおりにいかないと

きは考えや方法を変えたりして、実現したい思い

を大切にして活動している。このような学びの過

程を児童自身が実感できるようにすることが大

切である。なお、『つくり、つくりかえ、つくる』

は、広く捉えれば図画工作科の学びそのものであ

り、『知識及び技能』、『思考力、判断力、表現力等』

のみならず、『学びに向かう力、人間性等』にも深

く関わることである。」16 

西野は、そうした「造形遊び」における行為のい

ちいちについて、それは「かかわる世界と自己の世

界を生成しているいちいちである 17」とし、その上

で「子どもたちがつくりだす、例えば、かたちが、

世界に存在するようになり、あたらしい世界に変わ

り、それをつくりだす以前の子どももまた、新しい

世界をつくりだした存在に生まれ変わるのである 18」

と述べている。また造形遊びが依拠する子ども観で

は、子どもひとりひとりは「本来、うちに秘めてい

る、進んで生きられている世界にかかわり、『自ら考

え、試み、判断して、学ぶことができる可能性を内

に秘めている有能な存在である』19」とされ、したが

って「造形遊び」とは「それを生かすようにするな

らば、自ら生きて学ぶ力が育まれ、従来の教育のよ

うにすべての内容を教え込まなくても、学ぶ力を発

揮し、学びとっていけるはずだ 20」という考えをも

とに提案されたものといえるため、必然的にそれは

また図画工作の基礎のみならず「子どもたちのため

の教育の基礎の〈基礎〉21」として位置付けられるべ

きものともされていたのである。 

その意味では、先の「子どもの造形的な活動の論

理」とは「絵」や「彫刻」にも同様に言えることで

はあるのだが、それらはどうしてもいわゆる結果（作

品）主義に陥りやすく、そのために子どもひとりひ

とりが展開する造形的な活動プロセスのいちいちに

留意することが疎かになりがちになることが想定さ

れるため、ここではやはり「造形遊び」に拘り、「造

形遊び」を始点とするその文脈を以てアプローチす

ることが適当であると考えたのである。 

1-3 造形遊びと図画工作授業キャラバン 

他方、そうした子どもの論理による「造形遊び」

が提案されて 40 有余年を経た現在において、「造形

遊び」を取り巻く環境はどのようになっているだろ

うか。東京都や一部地域以外の道府県における公立

小学校では、基本的に学級担任が図画工作の授業を 

愛媛大学教育学部紀要　第71巻 186-198 2024

188



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行っている。そこで学級担任は、各教科をはじめそ

の他様々な活動を子どもたちとともにし、常に子ど

も理解に努めながらその成長を支援し、保障しよう

とされていると思うが、しかしその反面、各教科に

おける専門性という視点から鑑みた場合、子ども理

解とともにその成長を支援し、保障することが難し

いという場面もまた少なくないのではないだろうか。 

筆者は 2015 年に松山市内の全公立小学校の教員

を対象にした「造形遊び」に係るアンケートを実施

したが 22、そこでは「環境の設定」や「時間の確保」

をはじめ、「指導や評価の難しさ」等に係る回答が多

数寄せられた（表 1 参照 23）。「造形遊び」の実施状

況（時数）をみると決して少なくはないのだが、ど

の教師もその意味や意義について確信がもてないた

めか、なかなか積極的・肯定的には取り組めていな

いのではないかと思われた。そうなると、例えばつ

くりだした作品の上手・下手といった、いわゆる「大

人の論理」に合わせた分かりやすい結果についての

みが云々され、目の前で展開されている、その都度

ごとの子どもひとりひとりのリアルな姿（「意味生成」

の行為をつくりだしている姿）はあたかも見えてい

ないかのように置き去りにされてしまうことになる

のではないか、逆に言えばそれは、目の前で繰り広

げられている子どもたちの造形的な活動の「何を」

「どのように」見取ればいいのか等といったことが

十分に理解されていない現状を示しているのではな

いかと考えられたのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらにこうした現状を筆者の研究に換言すれば、 

先にみた「子どもの造形的な活動の論理」は、その

理解はもとより議論の俎上に上げられることもなく、

したがって保障されることもないというような事態

に陥ってしまっているのではないかということでも

ある。つまりそこで子どもたちは、その都度ごとの

造形的な活動において新たな対象などの「意味」を、

新たな「私」とともにつくり、つくりかえるという

「意味生成」の行為を展開しているのだが、それが

それとして見えていない、あるいは見るための視点

が十分ではないということである。 

こうした状況を打開するには、つまり「子どもの

造形的な活動の論理」への理解を促し保障しようと

する態度の萌芽を期待するためには、翻って「造形

遊び」への理解をどのように促していくかというこ

とがひとつの鍵になると思われる 24。「子どもの造形

的な活動の論理」とは、いわば「造形遊び」にその

具体的な姿が発現されうるものと考えているからで

ある。とすれば、先述の通り必ずしも作品が残ると

は限らない「造形遊び」を理解するには、子どもひ

とりひとりがその都度ごとに展開する造形的な活動

のありよう（「意味生成」の行為の成り立ち）につい

て、その内実を含めて見取る必要がでてくることに

なるわけで、ここに至って要するに、子どもたちが

展開する造形的な活動の「何を」「どのように」見取

ればよいのか、ということへの理解を促すこと＝見

取るための視点を見出すことが必要になってくると
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思われるのである。 

本稿で取りあげる「図画工作授業キャラバン（以

下、図工キャラバン）」の試みとは、まさにその視点

を見出すこと＝手がかりを得ることを支援するもの

である。後に詳しくみていくが、つまりそれは子ど

もひとりひとりが展開する造形的な活動の「何を」

「どのように」見取れば良いのかという視点を見出

すための示唆を与えてくれるもの、すなわち、図画

工作の授業において学級担任に子ども理解に係る新

たな視点＝造形的な視点＝見えていたのに見えてい

なかったものをとらえる視点＝「意味生成」の行為

の成り立ちをとらえる視点を示唆するのみならず、

筆者自身の研究に照らしていえば、「造形遊び」、ひ

いては「子どもの造形的な活動の論理」への理解な

いし議論の対象となることを促し、可能とするため

のひとつの手がかりにもなり得るのではないかとい

うことなのである。 

以上のことから本稿では、そうした図工キャラバ

ンの試みを「子どもの造形的な活動の論理を保障す

るための教師の方法と態度」を得るための手がかり

（「『還元』を通した『臨床的＝現象学的態度に基づ

く間主観的アプローチ』」を行うための視点）として

あらためてとらえ返し、その有用性について考察す

ることとしたい。 

それは換言すれば、子どもひとりひとりが展開す

る造形的な活動のその場その時のいちいちにおいて

起きている事象について、それらを造形的な視点

（「意味生成」の行為の成り立ちをとらえる視点）か

らアプローチし理解しようとする試みでもある。 

 

2 図画工作授業キャラバンの試み 

2-1 経緯 

この図工キャラバンとは、図画工作における授業

づくりや指導・評価に悩む地方公立小学校の教師、

とくに学級担任に対して、東京都図画工作専科教員

経験者の専門的な視点や考え等を取り入れることに

より、それを手がかりとして図画工作の学びや評価

につながる視点を学級担任が自ら見出すことの支援

を主たる目的としてスタートしたもので、この名称

は、まさにそれを「ある目的のために、隊を組んで

遠征したり各地を回ること。また、その集団 25」と

されるキャラバンに準えてみたものである。 

さてこの図工キャラバンは、その第 1 回目を 2019

年 7 月に実施し 26、同年 9 月にはこれを受けて学会

でも発表 27して今後の継続を検討しようかというと

ころ、翌年より周知の通りの COVID-19 いわゆる新型

コロナウイルス感染症の拡大により、教育活動のみ

ならずあらゆる社会活動が制限されることになり、

それに伴い中断を余儀なくされ、以降数年間にわた

って実施の検討すらできなかったのだが、先の扱い

が 5 類になるなどして社会活動もある程度従前の状

態に戻るに従って 2024 年になってようやく再開の

機会を得ることができたものである。 

このうち本稿では第 1 回目の図工キャラバンにつ

いて取り上げ考察していくこととする。第 2 回目の

キャラバン 28も基本的な考え方は第 1 回目のそれと

同様であるが、まずは第 1 回の図工キャラバンの意

味と意義をきちんとまとめて整理した上で、稿を改

めて論じるのがよいと考えたためである。 

2-2 第 1 回図画工作授業キャラバンについて 

⑴ 概要 

この図工キャラバンは、先述のとおりその第 1 回

目を 2019（令和元）年 7 月 8 日に、愛媛県松山市立

A 小学校において、「造形遊び」の授業提案として実

施した。それは、図工ではともすると作品だけで子

どもの活動を見取ることができるかのように思われ

がちであるのに対し、「造形遊び」では必ずしも作品

が残るとは限らないため、必然的にその活動のプロ

セスに着目することになり、具体的な子どもの姿を

見取る手がかりを見出してもらうのに最も相応しい

のではないかと考えたためであった。 

授業は東京都図画工作専科教員経験者等の 3 名に

よる提案と実践であり、授業補助として同 1 名が参

加し、1 年生を対象にして行われた。愛媛大学から

は福井一真氏と筆者が参加し、筆者は同企画の連絡・

調整を担当した。 

授業の前には、上記の授業者より、教師の発問や

進行についてではなく、子どもの姿を見るようにお

願いがあり、それぞれが「見取った子どもたちの姿」

を付箋に記入してもらうこととした。授業後の協議
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会において、記入された子どもたちの姿を、心情的

なとらえだけでなく、造形的な視点からの姿、すな

わち図画工作での学びへとつなげていけるような機

会とするためである。さらに、「図画工作全般に関す

る悩みや疑問」を異なる色の付箋に書いてもらい、

授業者らが専科教員としての経験的な見地から意見

を述べたり、協議したりすることで、提案授業を糸

口にして図工としての学びへとつなげられるように

した。また事後にアンケートをとり、参加した教員

の感想や考えを確認してまとめ、今後の展開に係る

参考となるようにした。なお提案した３つの授業の

概要と主な活動の様子は以下の通りである。 

⑵ 授業の概要と実際 29 

a 授業提案ⅰ30 

①題材名：「せんろはつづくよ」 

②目標：教室の床に細長い紙をビニールテープで貼

って生まれた「せんろ」が教室いっぱいに、さらに

床や壁、廊下などに広がる活動を思い付き楽しい気

持ちや感覚を生かしながら、楽しく活動する。 

③概要：細長い切り落としの画用紙等を床に並べて

ビニルテープで留めて線路をつくり、教室内外に広

げていく。 

④実際の様子：細長い紙をテープで貼って線路をつ

くり、どこに行こうか、どこまで行けるかと提案し

た後、子どもたちは青色や赤色、黄色のビニールテ

ープで思い思いに細長い紙を並べたりつないだりし

て貼り付けながら線路をつくり、どんどん伸ばして

いく様子が見られた。途中で斜めに伸ばしたりや直

角に曲がったり、友達の線路に合流したり、ベラン

ダに出たり、壁を上っていったり、さらにはゲート

やトンネルをつくったり、友達と協力してどんどん

つなげていったりする様子も見られた。 

b 授業提案ⅱ31 

①題材名：「いろみずいっぱい」 

②目標：透明な容器の中に水を入れ、絵の具を混ぜ

て色水をつくることを楽しみ、好きな場所に置いた

り並べたりして、友達と関わりながら思いついた活

動をする。 

③概要：透明な容器や袋の中に水を入れ、絵の具を

混ぜて色水をつくる。好きな場所に置いたり並べた

りする。 

④実際の様子：導入では教師が色水をつくる様子を

食い入るように見つめて早く活動したいという表情

を見せていた。小さくて透明なプラスチックカップ

や長方形で深さのある透明な容器をはじめ、カサを

入れる透明ビニール袋などに色水づくりをはじめ、

できたものを地面上にならべたり、遊具に結んでぶ

ら下げたりして、その感じを見たり触った感じを楽

しんだりする様子が見られた。また透明の容器を重

ねることによってできる色の層を発見し、その混ざ

り具合・重なり具合を楽しんでいる様子も見られた。 

c 授業提案ⅲ32 

①題材名：「わくわく トンネル」 

②目標：大きなポリチューブの特徴を感じ、カラー

ペンで表したり、カラーセロハンなどの身近な材料

をはったりして、体全体の感覚を働かせながら思い

思いに楽しい活動をする。 

③概要：大きなポリチューブに風を送り、カラーペ

ンやカラーセロハンなどの身近な材料を使って思い

思いに活動する。 

④実際の様子：扇風機で空気を送ってトンネル状に

した大きなポリチューブの中に、子どもたちが順番

に入って端から端まで這うようにして通ってみたり、

その内側を触ってみたりすることからはじまり、も

っと楽しいトンネルにしようというような提案から

カラーペンで絵を描いたり、カラーセロハンやテー

プ等で飾ったりする様子が見られた。ポリチューブ

の外側からだけでなく、内側からも見て思いついた

ことを描いたり、飾ったりしながら活動を展開する

とともに鑑賞し合った。 

d 協議会 

①概要：授業提案をした専科教員が、各授業に参加

した教師から付箋に記入してもらった「見取った子

どもたちの姿」に対してコメントするなどして意見

交換を行う。 

②実際の様子：上記 a〜ｃの授業ごとに「何を作る

か分かったときの表情はとてもよい。」「先生に見せ

るともくもくしていた作業から目をはなして、目が

キラキラしていた。」「…うれしそう」「…ずっと笑顔」

などのコメントとともに、「ベランダのかべにぶつか
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ったところで、せんろをくるりとまるめた子」「トレ

ーにいろいろな色をつくって重ねることで上から見

ても横からみてもおもしろい作品ができていた」「黄

色に合う色のタフロープの色を選ぶ」などのコメン

トが同列に並んでいた。このため、これらを、前者

が学級担任が得意とする心情的な見取りコメントで

あり、後者がいわゆる造形的な視点による見取りコ

メントであるとして分けてまとめ、前者のようなア

プローチを大切にしつつも、後者のようなアプロー

チに自覚的になっていくことで、これまで心情的に

見取っていた子どもたちの様子を造形的な視点にお

いても見取ることができるようになり、そうしてこ

れまで見ていたのに見えていなかった子どもひとり

ひとりにおける図工の学びの姿を見取ることができ

るようになる旨について確認した。その他、「図画工

作全般に関する悩みや疑問」として、主に声かけや

評価に関するものが挙げられたが、このうちとくに

評価については、上記の通り、まずは造形的な視点

において子どもの姿を見取ることが肝要であり、換

言すればそれは目標‐評価規準がその視点になるわ

けなので、したがって目標‐評価規準を具体的にす

るということは、何を見取るのかということを具体

的にするということでもあるため、実際に目標‐評

価規準を作成する際には、できる限り具体的な子ど

もの活動する姿を想定した上で取り組むことが重要

である旨についても確認した。 

e 事後アンケート 

①概要：図工キャラバン実施後に、参加いただいた

方にアンケートへの協力を依頼し 9 名から回答を得

た。アンケートの依頼が後日になってしまったこと 

等により得られた回答は少数で、また設問への 4 件

法による回答についても未回答なものがあったため、

ここでは自由記述の回答をもとに分析・考察するこ

ととする。その際、回答があった中の 5 名分の自由

記述の内容から引用したもの（一部略）を表 3 にま

とめ、その対象とした 33。 

②質問項目 

アンケートの質問項目は表 2 のとおりである。 

③主な回答 

次項、表 3 にまとめた回答内容をもとに、本稿の

テーマに沿って主なものをみていくこととする。 

ⅰ）1「造形遊び」の指導法（準備や導入、声かけな

ども含む）について考えが変化した／深まった 

「ねらいが明確であれば、簡単で身近な素材を使っ

た造形遊びができるということを知った。十分な子

どもたち主体の活動ができるよう、教師の心のゆと

りも必要（子どものやってみたいにブレーキをかけ

ない）」という回答から、素材の特性をふまえたねら

いを設定すること、換言すれば簡単で身近なもので

あれその造形的な特徴をふまえた活動やねらいを設

定することが、造形遊びの授業づくりにおいて重要

であり、そのためにはかかわる教師の側の心のあり

ようもまた重要であるという省察が読み取れる。 

ⅱ）2「造形遊び」のみとり・評価（心情面／造形的

な工夫の視点、評価と指導の関係、評価規準等も

含む）について考えが変化した／深まった 

「（心情面に関する）評価の基準が難しい。その子の

もつ感性で評価してしまうかも。」という回答にもあ

るように、依然として、いわゆる「情緒面・心情面

から評価してしまうかもしれない」旨の不安も読み

取れるが、同教師はその後に続けて「造形的な工夫

の視点からだと、形や行動から見とれると思う。」と

も回答しており、図工の学びに係る見取りについて

その手がかりを得たものとも読み取れる。 

他の回答をみると「子ども全員を見取るのは、や

はり大変であると感じた。活動中の声掛けや関わり

はもちろんだが、多くの目や ICT の活用など、子ど

もの活動の過程を見取る工夫が必要である。」とあり、

子どもひとりひとりの活動するその時々の様子を見

とることは大変であるが、そのための方策をイメー

ジしていることから、子どもひとりひとりの様子を

見とること自体は重要であるととらえており、続け

て「評価規準については、教師が活動のイメージを

もち、普段の子どもの姿をしっかりと把握して設定

することが大事である。」との回答されていることか

ら、子どもの姿を見とる際に、評価規準すなわち図

工の学びとしての造形的な視点がその根拠になる旨

についてあらためて確認されたと読み取ることがで

きよう。 

ⅲ）4 子どもたちの姿について（子ども理解として 
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も）、何か新しい発見があった（心情面／造形的な

工夫の視点） 

「教師が予想していなかった活動を思いつく子が

いて驚いた。（同じ型のトレーにいろいろな色を作り、

重ねて 5・6 層の色の帯を作った子）」という回答を

みると、とくにカッコ内の記述には造形的な工夫の

視点について具体的に記されており、質問項目にそ

うあるとはいえ（新しい発見、造形的な工夫の視点）、

むしろ逆にそれが通路となって図工の学びとしての

とらえにつながっているともいえよう。 

ⅳ）5 今後、子どもたちへの声かけやかかわりに何

か変化がありそうだ（心情面／造形的な工夫の視

点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「教師が図工のねらい（色や形など）をもち、子

どもの思いを大切にしながら声かけをすることがで

きそうだ。」という回答から、図工でその育成を目指

す色と形に係る資質・能力をふまえた目標そして評

価規準を意識した声かけ等を含む子どもとのかかわ

り合いを大切にした授業づくりを目指そうとする意

思を読み取ることができる。 

ⅴ）6 今回の授業提案・協議会等を通して、何かご

自身に変化があった 

「図工の授業、造形遊びの授業自体、今まで見る

機会がなかった。子どもの思いや自由な発想を広げ

養っていくためには、遊びが大切であることが分か

った。何が正解で、何をどこまですればよいのかは

表 2 「造形遊び」授業・協議会に関するアンケート：質問項目 

表 3 「造形遊び」授業・協議会に関するアンケート：自由記述のまとめ（引用（一部略）、複数回答あり） 
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正直つかめていないところもあるが、それが『図工』

という学習であるのだと改めて感じた。自分自身造

形遊びをした経験がほとんどないので、今後の授業

づくりの参考にしていきたい。」という回答をみると、

今回の授業提案＋協議会のような図工キャラバンの

提案は、他の図工の授業を見る機会の少ない教師に

とっては大変有意であったものといえよう。このこ

とにより、自身の実践を振り返るとともに、今後に

つながる何らかの手がかりを得ることができたので

はないかと考えられるためである。この回答にもあ

るように、確かに、図工における子どもの活動には

いわゆる正解というものがないため、教師としては

「何を」「どの程度」指導すればよいのか不安になる

こともあるように思われるが、まずはそうした大人

の側の都合をいったん脇に置いておき、目の前で展

開されている子どもの姿をみることからはじめると

いう図工キャラバンの趣旨が反映されたコメントと

とらえることもできるだろう。 

2-3 第 1回図画工作授業キャラバンの成果と課題 

コメントや回答の一部を取り上げただけではあ

るが、2-2⑵d 協議会や同 e 事後アンケートの結果分

析・考察にもみられたように、学級担任等を中心に

心情的な見取りには長けているものの、図工の学び

の視点（造形的な視点）から子どもの活動を見てい

くことにはまだ課題があるという現状が明らかにな

った。とはいえ他方、図工における子どもの学びの

姿を見取るためには、造形的な視点を以て臨むこと

が不可欠である旨について理解を促すことはできた

のではないかと思われる。実際、「ベランダのかべに

ぶつかったところで、せんろをくるりとまるめた子」

や「トレーにいろいろな色をつくって重ねることで

上から見ても横からみてもおもしろい作品ができて

いた」など、付箋等にもすでにコメントされていた

わけなので、それをいわゆる造形的な視点として図

工における子どもの学びの姿を見取るために欠かせ

ないもの、すなわちそれまで見ていたのに見えてい

なかった目の前の子どもたちの姿を見取るための新

たな視点を見出す手がかりとして提案することはで

きたのではないかと思われるのである。まずはここ

に、第 1 回目の図工キャラバンの意味と意義を見出

すことができたといえるだろう。 

今回取りあげた「造形遊び」に関して、その題材

に係る素材や環境、ねらいについては教師により設

定・提案されるものの、そこから具体的に「何を」

「どのように」つくりだし、そしてつくりかえてい

くかはすべて子どもひとりひとりに委ねられている。

そうしたいわゆる「意味生成」の現場に立ち会う教

師がすべきことは、心情面はもちろんのこと、そこ

に加えて「意味生成」の内実を見取るための造形的

な視点を以てかかわることに他ならない。換言すれ

ばそれは、題材の目標および評価規準等に照らした

図工の学びの視点ともいえ、その視点があればこそ、

それまで見ていたのに見えていなかった図工の学び

を可視化できるようになっていくことが期待される

のであり、今後は、今回そうしていくらかでも得ら

れたと思われる造形的な視点で子どもの学びの姿を

見取るということを自覚し、持続させていくことが

肝要であり、そのためには「教師の心のゆとり」が

もてるような環境づくりはもちろんのこと、今回の

図工キャラバンのような取り組みを継続して実施し

ていくことが必要であるといえる。 

 

3 「子どもの造形的な活動の論理」への通路として 

3-1 「子どもの造形的な活動の論理」の具体的な現

れの見取りとしてのコメント 

以上にみてきたように、図工キャラバンの試みは、

子どもひとりひとりが展開する造形的な活動のいち

いちにおいて起きている事象について、いわば心情

的なものに相関しているともいえる造形的な視点、

つまり子どもひとりひとりが展開する造形的な活動

の「何を」「どのように」見取るのかという手がかり

をもとにアプローチし理解していこうとするもので

あり、標記の自身の研究に準えて言えば、まさにそ

のことによって、そこにそれまで見ていたのに見え

ていなかったもの、すなわち具体的な「意味生成」

の現場（子どもの造形的な活動の論理の発現する場）

をとらえる手がかりを得ることを目指すものでもあ

った。このことについて、以下では、先の協議の際

にふれた付箋に記された教師のコメントをもとに考

察してみることにする。 
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⑴ 「せんろはつづくよ」のケース 

「せんろはつづくよ」のケースにおいて、例えば

「ベランダのかべにぶつかったところで、せんろを

くるりとまるめた子」というコメントを手がかりに

すると、それは、見取った子どもが「ベランダのか

べ」とのかかわり合いを通して「せんろ」をどのよ

うにするか、つまり、つないで引いてきた「せんろ」

が「かべ」とぶつかったところにその子自身の感じ

や思いなどもかかわり合うことによって、そこに「せ

んろをくるりとまるめる」という行為がつくりださ

れたところをとらえたものといえる。 

このことをもう少し詳しくみてみると、見取った

子どもは、はじめからそこで「くるりとまるめ」よ

うとしていたというよりも、たまたまそこまで引い

てきた「せんろ」が「かべ」にぶつかるという事態

を以て（その場その時の状況に応じて）はじめてそ

こで感じ考え思いついたたこととしてつくりだされ

た行為といえ、まさにそのことにおいて、そこまで

引いてきた「せんろ」の意味も、それを支える「か

べ」の意味も、さらにはそれらを取り巻く周囲（環

境）の意味もすべて「くるりとまるめる」ことにお

いて新たな「かたち‐意味」としてつくり、つくり

かえられているとともに、そこに相即する子ども自

身の「私」のありよう（それらをそれまでとは違う

新しい「かたち‐意味」としてとらえるその子の新

しい「私」のありよう、以下同じ）もまた同時につ

くり、つくりかえられている、という「意味生成」

の現場をとらえたコメントであるということができ

るであろう。 

⑵ 「いろみずいっぱい」のケース 

次に「いろみずいっぱい」のケースにおいて、「色

水の色を重ねようと、同じ容器の色水を何重にも重

ねてレインボーをつくっている子」というコメント

を手がかりにすると、それは、見取った子どもが色

水同士を混ぜるのではなく、色水をつくっている同

じ型の容器同士を容器ごと重ね、その重なり具合を

横から見ることによって、それぞれもとの色はその

ままに新しい組み合わせの色ができあがること、さ

らにそれらは組み合わせを自由に変更できるという

こと等への気づきをもとに、それらを重ねてレイン

ボーをつくるという行為がつくりだされたところを

とらえたものといえる。 

このことをもう少し詳しくみてみると、この色水

を容器ごと重ねるという行為は、いくつかの色水を

つくり、それらを実際に混ぜ合わせなくても容器を

重ねることで色水の色の見え方に変化が生じること

への気づきを以て（その場その時の状況に応じて）

はじめてそこで感じ考え思いついたこととしてつく

りだされた行為といえ、まさにそのことにおいて、

そこまでつくってきたそれぞれの色水の意味が、そ

れが置かれた周囲（環境）の意味も含め新たな「か

たち‐意味」（この場合、とくに「かたち‐いろ‐意

味」ともいえようか）としてつくり、つくりかえら

れているとともに、そこに相即する子ども自身の「私」

のありようもまた同時につくり、つくりかえられて

いる、という「意味生成」の現場をとらえたコメン

トであるということができるであろう。 

⑶ 「わくわく トンネル」のケース 

「わくわく トンネル」において、「いいこと思い

ついた。入り口にタフロープ」「黄色（フラフープ）

に合う色にタフロープの色を選ぶ」「入り口のタフロ

ープをさいて風がふくと内側にひらひらとなるよう

に」「トンネルの途中にもタフロープのひらひらをつ

ける」等のコメントを手がかりにすると、それは、

見取った子どもが、風を送られることによって口を

開けたポリチューブの入り口や途中の内側にタフロ

ープを付けることで、送り続けられている風にひら

ひらとなびくのではないかとイメージし、合わせて

設置されていたフラフープに合うのはどんな色かを

想像して、実際につくろうとする行為がつくりださ

れたところをとらえたものといえる。 

このことをもう少し詳しくみてみると、見取った

子どもが扇風機からずっと風が送り続けられること

で空洞になっているポリチューブの入り口に居るこ

とで、おそらく送り続けられる風を感じながら、そ

こにタフロープを裂いて付けたら内側にひらひらし

ておもしろいのではないか、入り口だけでなくトン

ネルの途中にも付けたらさらにおもしろいのではな

いか等といった気づきを以てはじめてそこで感じ考

え思いついたことをもとにつくりだした行為といえ、
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それが実現されることで、風はタフロープのひらひ

らによって可視化されると同時に、トンネルはそう

したひらひらがある空洞へとつくりかえられ、かつ、

フラフープの黄色に合う色のタフロープがひらひら

する空間へと、それらはそれぞれの相互関係を以て

新しい「かたち‐意味」としてつくり、つくりかえ

られているとともに、そこに相即する子ども自身の

「私」のありようもまた同時につくり、つくりかえ

られているという「意味生成」の現場をとらえたコ

メントであるということができるであろう。 

3-2 まとめ 

以上にみてきたように、少なくともここで取りあ

げた教師のコメントについて、子どもたちが展開す

る造形的な活動の「何を」「どのようにして（どのよ

うな視点をもって）」見取ればよいのかということへ

の理解＝見取るための視点を指標するものであった

ということできるのではないかと思われる。換言す

れば、それらは子どもひとりひとりが展開する「意

味生成」の現場をとらえたコメントであったという

ことができるのではないかということでもある。 

例えば「せんろはつづくよ」では「せんろが、ど
．

こで
．．

、どのようにして
．．．．．．．

、どんなふうに
．．．．．．

つくり、つく

りかえられていったのか」、「いろみずいっぱい」で

は「何色の
．．．

色水を、どのように
．．．．．

つくり（混ぜて・重

ねて）、どんな
．．．

色を新たにつくり、つくりかえていっ

たのか」、「わくわく トンネル」では「風によって

タフロープをどこに
．．．

、どれぐらい
．．．．．

、どんなふうに
．．．．．．

付

けて、どんなふうに
．．．．．．

ひらひらさせるようにつくり、

つくりかえていったのか」などといったことをその

実質とする（と解釈できる）ようなコメントがあっ

たが、そのそれぞれのどれもが、子どもひとりひと

りにおいて、かかわり合う対象となるものの形や色

のとらえや工夫の様子のみならず、まさにそれら形

や色を介した様々な他者や環境との関係性のつくり、

つくりかえといった、図工の学びとしての造形的な

視点を示しているといえるものであり、とりもなお

さずそれは、それまで見ていたのに見えていなかっ

たもの、いわば具体的な「意味生成」の現場＝「子

どもの造形的な活動の論理」の発現する場をとらえ

る手がかりを見出したということを自ら示すもので

もあると考えられるからである。 

 

4 結 

本稿は、図工キャラバンの試みを「子どもの造形

的な活動の論理を保障するための教師の方法と態度」

を得るための手がかり（「『還元』を通した『臨床的

＝現象学的態度に基づく間主観的アプローチ』」を行

うための視点）を示してくれるものとしてあらため

てとらえ返し、その有用性について考察しようとす

るものであった。 

まず図工キャラバンの試みの意義として、子ども

ひとりひとりが展開する造形的な活動のその場その

時のいちいちにおいて起きている事象について、心

情的なものに相関しているともいえる造形的な視点

（意味生成の行為の成り立ちをとらえる視点）から

アプローチし理解していくための手がかりを教師自

ら見出すことができたのではないかと考えられる点

にあったといえる。 

それは例えば、「せんろ…」「いろみず…」「わくわ

く…」のいずれについても、「…うれしそう」「…ず

っと笑顔」といった心情的なものに係るコメントに

加え、その都度ごとにつくり、つくりかえられてい

く、それまでにはなかった新しい意味と価値をもつ

新しい「かたち‐意味」と、それを新しい「かたち

‐意味」として感じる新しい「私」とをともにつく

りだし、かつ柔軟につくり、つくりかえていく造形

的な行為＝「意味生成」の行為をとらえたもの、す

なわち子どもの造形的な活動の論理の具体的な現れ

をとらえたものとして解釈することができるコメン

トが多数あったことがあげられる。 

ところで、本稿の序において、「子どもの造形的な

活動の論理」を保障するには、「『還元』を通した『臨

床的＝現象学的態度に基づく間主観的アプローチ』」

により、教師自身の思い込みをできる限り排し、子

どもひとりひとりの思いのそれぞれを我が思いにお

いて感じ取るようなかかわり合いにもとづく支援が

不可欠であると述べたが、そうしたアプローチを起

こすためには、ひとつには「意味生成」の現場をと

らえ、そこで何が起こっているのかを造形的なコメ

ントにおいて見取ることが必要となると考える。 
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本稿でみてきた図工キャラバンの試みに即して

いえば、協議会はじめ本稿において取りあげた造形

的な視点に係る教師のコメントの各種こそが、その

よい例であり、つまり、見取っている子どもの「私」

にとっての世界の「意味」について思いを巡らせて

みること、想像してみることがその第一歩なのであ

る。そうして、子どもにとっての「意味」の意味を

推し量ることは、いわば教師自身の都合（「大人の論

理」）をいったん脇に置いてみることに他ならない。

それができれば、子どもの「私」が生きる世界への

共感と理解は一気にひろがりをみせることになるも

のと思われるのである。まだ十分に自覚的と言うに

は難しい面もあるかもしれないが、そうして「意味

生成」の内実をとらえる、いわば造形的な視点を見

出すことができたということは、翻って「造形遊び」

への理解を促し、ひいては「子どもの造形的な活動

の論理」を保障しようとする態度につながる道筋を

見出すことが期待されるのではないかということで

もある。 

その上で今後の課題としては、上記についてこれ

をより深化させるとともに、どのようにして継続的

に自覚化していくか、ということではないかと思わ

れる。今回、各自が見出した造形的な視点を以て図

工の学びをとらえていくこと、換言すれば、「意味生

成」の現場をとらえていくこと、さらにいえば、そ

こでつくり、つくりかえられる新しい「意味」の欠

くべからざる主体である、子どもひとりひとりの「私」

の生きる世界をとらえ、ともにしていくこと、すな

わちこれらを継続的に自覚化していくことが、自身

の身体を硬化せず間主観的なアプローチを実践して

いくためのよすがとなると考えられるためである。 

もっともこのとき、それぞれの教師が単独で取り

組むだけでなく、チーム的な取り組みもまた必要と

なるのではないかと思われる。できる限り自分の思

い込みを排し、可能な限り子どもひとりひとりの思

いのそれぞれを我が思いにおいて感じ取るようなか

かわり合いにもとづく支援をするためには、一人の

ひとつの視点ではなく、複数の異なる視点が交差す

る場に身を置き、ときに他と立場を入れ替えるなど

しながら多様なひろがりを実践することが必要だと

思われるからである 34。 

本稿でみてきた図工キャラバンの試みは、そうし

た可能性をも射程に入れたものとして、そこに自研

究においても十分な有用性を見出すことができたと

いえよう。 
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に、筆者が引用および一部文言修正等にてまとめたも

のである。またこの実践は、A 小学校の全教諭が、可能

な時間帯に、できるだけ多くの授業を参観できるよう

にするために、３つの授業をそれぞれ 1・2 時間目、2・

3 時間目、3・4 時間目に実施した。 

30 1・2 時間目に多目的室で実施した。 

31 2・3 時間目に屋外で実施した。 

32 3・4 時間目に多目的室で実施した。 

33 この図工キャラバンは 1 年生 3 学級を対象にして実施

したものであり、当日、勤務している全職員が参加した

わけではない。ただし、前註 29 のとおり、できるだけ

全教諭（他に数名の他校教諭および大学生も含む）が参

加できるようにするために 1・2 時間目、2・3 時間目、

3・4 時間目というように時間をずらして授業を設定し、

かつ参観については常時出入りを可としていた。しか

しこのため、実際の参加者数を把握することが困難と

なってしまった（1 時間目だけの参加者や途中の入退室

者を含む）。またアンケートについては、後日、当該校

の教諭に急ぎの印刷と配布をお願いしたため、こちら

も正確な対象者数を把握することが困難となってしま

った。概数としては、いずれも当時のおよその職員数と

して 20 名〜25 名程度と推定される。 

34 このことについては前註 3 の拙稿にて提案したプロセ

スモデルの精緻化に繋がることにもなるが、詳細につ

いては別途論述することにしたい。（要件としては、こ

こでいう「還元」は一人では難しいのでビデオ記録等を

介したインタビュー等のやりとりも含め、研究者（筆者）

とともに「還元」に向けてその取組を進めてみることが

肝要ではないか旨など） 
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